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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体に記憶される情報を読み取る読取手段と、
　送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報を入力する入
力手段と、
　読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって入力された送信先情
報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、および情報の送信を行うことを
許可された管理者であることを表す管理者識別情報を、送信すべき情報と送信先情報とを
対応付けて、記憶する記憶手段と、
　情報を記憶媒体に記憶して出力する出力手段と、
　制御手段とを含み、
　制御手段は、
　　入力手段によって送信先情報が入力されると、送信すべき情報を読取手段によって読
み取らせ、読取手段によって読み取られた送信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報
を含む送信原稿部分情報、および入力手段によって入力された送信先情報を含む管理情報
を、出力手段によって記憶媒体に記憶して出力させ、
　　さらに入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力手段によって入力された操
作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、
出力手段によって出力された記憶媒体に記憶される情報を読取手段によって読み取らせ、
入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許
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可情報が示す送信先に含まれる送信先であると、読取手段によって読み取られた管理情報
に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手段に記憶される送信すべき情報のうち、そ
の読み取られた管理情報の送信先情報が示す送信先に対応し、かつ管理情報に含まれる送
信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべき情報を送信手段によって送信させること
を特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記入力手段は、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を変更するための設定変
更情報を入力可能であり、
　前記制御手段は、入力手段によって入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶され
る管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、入力手段によって入力される設定変更
情報に基づいて、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を変更することを特徴とす
る請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記記憶手段は、操作を行うことが許可された操作者を識別するための許可操作者識別
情報をさらに記憶し、
　前記制御手段は、
　　操作者識別情報のうちの第１の操作者識別情報が入力手段によって入力され、入力さ
れた第１の操作者識別情報が、記憶手段に記憶される許可操作者識別情報のうちのいずれ
かに一致したときのみ、送信すべき情報を読取手段によって読み取らせ、管理情報を記憶
媒体に記憶して出力手段によって出力させ、
　　送信すべき情報を送信手段によって送信させる際、入力手段によって入力された前記
操作者識別情報が、操作者識別情報のうちの第１の操作者識別情報とは異なるときのみ、
送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする請求項１または２に記載
の通信装置。
【請求項４】
　前記管理情報は、コード化された情報であることを特徴とする請求項１～３のいずれか
１つに記載の通信装置。
【請求項５】
　前記送信先許可情報は、送信が許可された送信先の送信先情報のみを含む情報であるこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記送信先許可情報は、すべての送信先について送信許可または送信禁止が設定された
情報であることを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記送信先許可情報は、操作者によって送信許可または送信禁止が設定された操作者送
信先許可情報、および管理者によって送信許可または送信禁止が設定された管理者送信先
許可情報のいずれにおいても送信許可に設定された送信先を表す情報であることを特徴と
する請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記出力手段は、送信先が許可された送信先でないために送信を中断することを表す送
信中断情報をさらに出力し、
　前記制御手段は、入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に
記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先でないと、送信中断情報を出力
手段に出力させることを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記出力手段は、
　　送信中断情報を記憶媒体に記憶して出力する印刷出力部、
　　送信中断情報を、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうち、入力手段によって入
力された操作者識別情報に一致する管理者識別情報が示す管理者への電子メールとして出
力するメール出力部、
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　　および送信中断情報を表示装置に表示して出力する表示出力部のうち少なくとも１つ
を含むことを特徴とする請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して、入力手段によ
って操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管
理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、入力手段によって入力される設定変更情報
に基づいて記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を送信許可に変更した後に、送信
すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする請求項８または９に記載の通
信装置。
【請求項１１】
　前記送信中断情報は、送信が中断された送信先を表す送信先情報を含み、
　前記制御手段は、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して、入力手段によ
って操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管
理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶される送信先許可情報のう
ち、その送信中断情報に含まれる送信先情報が示す送信先の送信先許可情報の設定を送信
許可に変更した後に、送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする請
求項９に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して、入力手段によ
って操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管
理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設
定を変更することなく、送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする
請求項９に記載の通信装置。
【請求項１３】
　電子メールを受信する受信手段をさらに含み、
　前記制御手段は、出力手段が出力した電子メールに応答する電子メールを受信手段によ
って受信すると、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を送信許可に変更した後に
、送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする請求項９に記載の通信
装置。
【請求項１４】
　前記記憶手段は、送信先が許可された送信先でないために送信を中断することを表す送
信中断情報を、その送信先を表す送信先情報と対応付けて記憶し、
　前記出力手段は、送信中断情報を含む情報を出力し、
　前記入力手段は、送信中断情報の出力を指示する出力指示情報を入力し、
　前記制御手段は、入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に
記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先でないと、送信中断情報を記憶
手段に記憶し、さらに入力手段によって出力指示情報が入力されると、記憶手段に記憶さ
れる送信先許可情報を対応付けられた送信先とともに出力手段に出力させることを特徴と
する請求項１～７のいずれか１つに記載の通信装置。
【請求項１５】
　記憶媒体に記憶される情報を読み取る読取手段と、
　送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報を入力する入
力手段と、
　読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって入力された送信先情
報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、および情報の送信を行うことを
許可された管理者であることを表す管理者識別情報を、送信すべき情報と送信先情報とを
対応付けて、記憶する記憶手段と、
　情報を記憶媒体に記憶して出力する出力手段と、
　制御手段とを含み、
　制御手段は、
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　　入力手段によって送信先情報が入力され、入力手段によって入力された送信先情報が
示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であ
ると、送信すべき情報を読取手段によって読み取らせ、読取手段によって読み取られた送
信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情報と、入力手段によっ
て入力された送信先情報とを含む管理情報を、出力手段によって記憶媒体に記憶させて出
力させ、
　　さらに入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力手段によって入力された操
作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、
出力手段によって出力された記憶媒体に記憶される情報を読取手段によって読み取らせ、
読取手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手段
に記憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示す送信
先に対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべき
情報を送信手段によって送信させることを特徴とする通信装置。
【請求項１６】
　記憶媒体に記憶される情報を読み取る読取手段と、
　送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報を入力する入
力手段と、
　読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって入力された送信先情
報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、および情報の送信を行うことを
許可された操作者であることを表す許可操作者識別情報を、送信すべき情報と送信先情報
とを対応付けて、記憶する記憶手段と、
　情報を記憶媒体に記憶して出力する出力手段と、
　制御手段とを含み、
　制御手段は、
　　操作者識別情報のうちの第１の操作者情報および送信先情報が入力手段によって入力
され、入力された第１の操作者識別情報が記憶手段に記憶される許可操作者識別情報のう
ちのいずれかに一致すると、送信すべき情報を読取手段によって読み取らせ、読取手段に
よって読み取られた送信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情
報、および入力手段によって入力された送信先情報を含む管理情報を、出力手段によって
記憶媒体に記憶して出力させ、
　　さらに操作者識別情報のうちの第１の操作者情報と異なる第２の操作者情報が入力手
段によって入力され、入力された第２の操作者識別情報が、記憶手段に記憶される許可操
作者識別情報のうちのいずれかに一致すると、出力手段によって出力された記憶媒体に記
憶される情報を読取手段によって読み取らせ、入力手段によって入力された送信先情報が
示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であ
ると、読取手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記
憶手段に記憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示
す送信先に対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信
すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を送受信する通信装置に関し、より詳細には、情報を送信する際に誤送
信および不正送信を防止することができる通信装置、たとえば公衆回線網に接続され、所
定のファクシミリ伝送手順を用いてファクシミリデータを送受信する機能を備えたファク
シミリ装置などの通信装置、およびネットワークに接続され、電子メールを用いてデータ
を伝送する機能を備える通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　公衆回線網あるいはコンピュータネットワークを介して情報を送信する際、操作ミスあ
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るいは不正使用などによって、情報が第三者に送信され情報漏洩に至る可能性がある。
【０００３】
　第１の従来の技術として、より積極的に過失または故意による機密漏洩を防止すること
ができる通信装置がある。この通信装置は、送信時に入力された電話番号が、予め登録さ
れている電話番号の中に存在しないと、送信動作を行わない。あるいは送信を禁止する電
話番号を予め登録しておき、送信時に入力された電話番号が、予め登録されている送信を
禁止する電話番号の中にあると、送信動作を行わない（たとえば特許文献１参照）。
【０００４】
　第２の従来の技術として、複数の相手に電子文書を送信するとき、特定の者以外への誤
送信を簡単に防止することができるデータ配信装置がある。このデータ配信装置は、送信
する電子文書の定型書式、およびその電子文書に記載されているメタデータたとえば会社
／部門／グループ／個人などについてのメタデータに基づいて、送信先の制限範囲を特定
し、送信先の宛先が特定した制限範囲内でないと送信を不可とするものである。電子文書
の定型書式と送信対象範囲とは予め対応付けて登録しておく。会社／部門／グループなど
のカテゴリは、許可レベルに応じて設定してもよい（たとえば特許文献２参照）。
【０００５】
　第３の従来の技術として、記憶手段に記憶される電子文書ファイルを容易に特定するこ
とができる画像情報処理装置がある。この画像情報処理装置は、電子文書ファイルを記憶
手段に記憶する際、電子文書ファイルの格納位置を示すバーコードおよびその電子文書フ
ァイルの１ページ目の画像を合成した合成イメージを印刷物として出力する。そして、必
要な電子文書ファイルを読み出して送信するときに、送信したい電子文書ファイルの１ペ
ージ目が印刷されている印刷物を読み取り、読み取ったバーコードから格納位置を特定し
て読み出して送信する。読み出しに際してパスワードを併用することも可能である（たと
えば特許文献３参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２１７８７９号公報
【特許文献２】特開２００６－２５９８４３号公報
【特許文献３】特開平１０－８４４３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、第１の従来の技術は、予め登録されていない電話番号、あるいは送信を
禁止する電話番号として予め登録されている電話番号の宛先への誤送信あるいは不正送信
を防止することはできるが、原稿を送信すべき宛先の電話番号と原稿の内容とが正しく対
応しているか否かを確認することはできない。すなわち、登録されている電話番号へのあ
るいは送信が禁止されていない電話番号への、誤送信あるいは不正送信を防止することは
できないという問題がある。
【０００８】
　第２の従来の技術は、電子文書の定型書式によって送信先に制限を加えるものであるが
、原稿の内容と定型書式とが正しく対応しているか否かを確認することはできない。すな
わち送信先の宛先が特定された制限範囲内であると、誤送信あるいは不正送信を防止する
ことができないという問題がある。さらに、許可レベルはユーザによって設定可能であり
、不正送信を防止することはできないという問題がある。
【０００９】
　第３の従来の技術は、記憶手段に記憶される電子文書ファイルを読み出して送信する際
に、対応する印刷物のバーコードから格納位置を特定するので、間違った電子文書ファイ
ルを送信することを防止することはできるが、間違った送信先への送信を防止することは
できないという問題がある。
【００１０】
　本発明の目的は、いかなる送信先であっても送信原稿の誤送信および不正送信を防止す
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ることができる通信装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、記憶媒体に記憶される情報を読み取る読取手段と、
　送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報を入力する入
力手段と、
　読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって入力された送信先情
報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、および情報の送信を行うことを
許可された管理者であることを表す管理者識別情報を、送信すべき情報と送信先情報とを
対応付けて、記憶する記憶手段と、
　情報を記憶媒体に記憶して出力する出力手段と、
　制御手段とを含み、
　制御手段は、
　　入力手段によって送信先情報が入力されると、送信すべき情報を読取手段によって読
み取らせ、読取手段によって読み取られた送信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報
を含む送信原稿部分情報、および入力手段によって入力された送信先情報を含む管理情報
を、出力手段によって記憶媒体に記憶して出力させ、
　　さらに入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力手段によって入力された操
作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、
出力手段によって出力された記憶媒体に記憶される情報を読取手段によって読み取らせ、
入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許
可情報が示す送信先に含まれる送信先であると、読取手段によって読み取られた管理情報
に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手段に記憶される送信すべき情報のうち、そ
の読み取られた管理情報の送信先情報が示す送信先に対応し、かつ管理情報に含まれる送
信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべき情報を送信手段によって送信させること
を特徴とする通信装置である。
【００１２】
　本発明に従えば、読取手段によって、記憶媒体に記憶される情報が読み取られ、入力手
段によって、送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報が
入力され、記憶手段によって、読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段
によって入力された送信先情報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、お
よび情報の送信を行うことを許可された管理者であることを表す管理者識別情報が、送信
すべき情報と送信先情報とが対応付けられて記憶され、出力手段によって、情報が記憶媒
体に記憶されて出力される。そして、制御手段によって、入力手段によって送信先情報が
入力されると、送信すべき情報が読取手段によって読み取られ、読取手段によって読み取
られた送信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情報、および入
力手段によって入力された送信先情報を含む管理情報が、出力手段によって記憶媒体に記
憶されて出力され、さらに入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力手段によっ
て入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれか
に一致すると、出力手段によって出力された記憶媒体に記憶される情報が読取手段によっ
て読み取られ、入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶
される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であると、読取手段によって読み取
られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手段に記憶される送信すべき
情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示す送信先に対応し、かつ管理情
報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべき情報が送信手段によって
送信されるので、管理者による送信原稿の一部および送信先のチェックが可能になり、さ
らに送信が許可された送信先に管理者によってのみ送信され、いかなる送信先であっても
送信原稿の誤送信および不正送信を防止することができる。したがって、情報漏洩を防止
することができる。
【００１３】
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　また本発明は、前記入力手段は、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を変更す
るための設定変更情報を入力可能であり、
　前記制御手段は、入力手段によって入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶され
る管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、入力手段によって入力される設定変更
情報に基づいて、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を変更することを特徴とす
る。
【００１４】
　本発明に従えば、前記入力手段によって、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定
を変更するための設定変更情報が入力可能であり、前記制御手段によって、入力手段によ
って入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれ
かに一致すると、入力手段によって入力される設定変更情報に基づいて、記憶手段に記憶
される送信先許可情報の設定が変更されるので、送信先許可情報の設定は管理者のみが変
更することができる。
【００１５】
　また本発明は、前記記憶手段は、操作を行うことが許可された操作者を識別するための
許可操作者識別情報をさらに記憶し、
　前記制御手段は、
　　操作者識別情報のうちの第１の操作者識別情報が入力手段によって入力され、入力さ
れた第１の操作者識別情報が、記憶手段に記憶される許可操作者識別情報のうちのいずれ
かに一致したときのみ、送信すべき情報を読取手段によって読み取らせ、管理情報を記憶
媒体に記憶して出力手段によって出力させ、
　　送信すべき情報を送信手段によって送信させる際、入力手段によって入力された前記
操作者識別情報が、操作者識別情報のうちの第１の操作者識別情報とは異なるときのみ、
送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に従えば、前記記憶手段によって、操作を行うことが許可された操作者を識別す
るための許可操作者識別情報がさらに記憶され、前記制御手段によって、操作者識別情報
のうちの第１の操作者識別情報が入力手段によって入力され、入力された第１の操作者識
別情報が、記憶手段に記憶される許可操作者識別情報のうちのいずれかに一致したときの
み、送信すべき情報が読取手段によって読み取られ、管理情報が記憶媒体に記憶されて出
力手段によって出力され、送信すべき情報を送信手段によって送信させる際、入力手段に
よって入力された前記操作者識別情報が、操作者識別情報のうちの第１の操作者識別情報
とは異なるときのみ、送信すべき情報が送信手段によって送信されるので、管理者を送信
者とは異なる人にすることができる。
【００１７】
　また本発明は、前記管理情報は、コード化された情報であることを特徴とする。
　本発明に従えば、前記管理情報は、コード化された情報であるので、記憶媒体たとえば
印刷物に印刷されたコード化された情報を容易に認識することができる。
【００１８】
　また本発明は、前記送信先許可情報は、送信が許可された送信先の送信先情報のみを含
む情報であることを特徴とする。
【００１９】
　本発明に従えば、前記送信先許可情報は、送信が許可された送信先の送信先情報のみを
含む情報であるので、送信先許可情報を電話番号帳と別に管理することができる。
【００２０】
　また本発明は、前記送信先許可情報は、すべての送信先について送信許可または送信禁
止が設定された情報であることを特徴とする。
【００２１】
　本発明に従えば、前記送信先許可情報は、すべての送信先について送信許可または送信
禁止が設定された情報であるので、送信先ごとに送信の可否を判断することができる。



(8) JP 4382105 B2 2009.12.9

10

20

30

40

50

【００２２】
　また本発明は、前記送信先許可情報は、操作者によって送信許可または送信禁止が設定
された操作者送信先許可情報、および管理者によって送信許可または送信禁止が設定され
た管理者送信先許可情報のいずれにおいても送信許可に設定された送信先を表す情報であ
ることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に従えば、前記送信先許可情報は、操作者によって送信許可または送信禁止が設
定された操作者送信先許可情報、および管理者によって送信許可または送信禁止が設定さ
れた管理者送信先許可情報のいずれにおいても送信許可に設定された送信先を表す情報で
あるので、送信者および管理者がともに送信許可に設定した送信先にのみ送信することが
できる。
【００２４】
　また本発明は、前記出力手段は、送信先が許可された送信先でないために送信を中断す
ることを表す送信中断情報をさらに出力し、
　前記制御手段は、入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に
記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先でないと、送信中断情報を出力
手段に出力させることを特徴とする。
【００２５】
　本発明に従えば、前記出力手段によって、送信先が許可された送信先でないために送信
を中断することを表す送信中断情報がさらに出力され、前記制御手段によって、入力手段
によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が
示す送信先に含まれる送信先でないと、送信中断情報が出力手段によって出力されるので
、送信が許可されていない送信先であるために送信することができないことを送信者ある
いは管理者に知らせることができる。
【００２６】
　また本発明は、前記出力手段は、
　　送信中断情報を記憶媒体に記憶して出力する印刷出力部、
　　送信中断情報を、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうち、入力手段によって入
力された操作者識別情報に一致する管理者識別情報が示す管理者への電子メールとして出
力するメール出力部、
　　および送信中断情報を表示装置に表示して出力する表示出力部のうち少なくとも１つ
を含むことを特徴とする。
【００２７】
　本発明に従えば、前記出力手段によって、送信中断情報を記憶媒体に記憶して出力する
印刷出力部、送信中断情報を、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうち、入力手段に
よって入力された操作者識別情報に一致する管理者識別情報が示す管理者への電子メール
として出力するメール出力部、および送信中断情報を表示装置に表示して出力する表示出
力部のうち少なくとも１つが含まれるので、記憶媒体たとえば印刷物、電子メール、ある
いは表示手段への表示によって送信者あるいは管理者に知らせることができる。
【００２８】
　また本発明は、前記制御手段は、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して
、入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段
に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、入力手段によって入力され
る設定変更情報に基づいて記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を送信許可に変更
した後に、送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする。
【００２９】
　本発明に従えば、前記制御手段によって、出力手段によって出力された送信中断情報に
応答して、入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、
記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、入力手段によって
入力される設定変更情報に基づいて記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定が送信許
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可に変更された後に、送信すべき情報が送信手段によって送信されるので、送信が中断さ
れたときに、管理者は送信先の設定を禁止から許可に変更することができ、かつ中断した
送信を正しく送信することができる。
【００３０】
　また本発明は、前記送信中断情報は、送信が中断された送信先を表す送信先情報を含み
、
　前記制御手段は、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して、入力手段によ
って操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管
理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶される送信先許可情報のう
ち、その送信中断情報に含まれる送信先情報が示す送信先の送信先許可情報の設定を送信
許可に変更した後に、送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする。
【００３１】
　本発明に従えば、前記送信中断情報は、送信が中断された送信先を表す送信先情報を含
み、前記制御手段によって、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して、入力
手段によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶
される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶される送信先許可
情報のうち、その送信中断情報に含まれる送信先情報が示す送信先の送信先許可情報の設
定が送信許可に変更された後に、送信すべき情報が送信手段によって送信されるので、送
信が中断されたときに、管理者が許可すれば、送信が中断された送信先の設定を禁止から
許可に自動的に変更することができ、かつ中断した送信を正しく送信することができる。
【００３２】
　また本発明は、前記制御手段は、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して
、入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段
に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶される送信
先許可情報の設定を変更することなく、送信すべき情報を送信手段によって送信させるこ
とを特徴とする。
【００３３】
　本発明に従えば、前記制御手段によって、出力手段によって出力された送信中断情報に
応答して、入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、
記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶さ
れる送信先許可情報の設定が変更されることなく、送信すべき情報が送信手段によって送
信されるので、送信が中断されたときに、管理者が許可すれば、送信が中断された送信先
の設定を禁止から許可に一時的に変更することができ、かつ中断した送信を正しく送信す
ることができる。
【００３４】
　また本発明は、電子メールを受信する受信手段をさらに含み、
　前記制御手段は、出力手段が出力した電子メールに応答する電子メールを受信手段によ
って受信すると、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を送信許可に変更した後に
、送信すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする。
【００３５】
　本発明に従えば、受信手段によって、電子メールが受信され、前記制御手段によって、
出力手段が出力した電子メールに応答する電子メールを受信手段によって受信すると、記
憶手段に記憶される送信先許可情報の設定が送信許可に変更された後に、送信すべき情報
が送信手段によって送信されるので、送信が中断されたときに、管理者が電子メールによ
って応答すれば、送信が中断された送信先の設定を禁止から許可に自動的に変更すること
ができ、かつ中断した送信を正しく送信することができる。
【００３６】
　また本発明は、前記記憶手段は、送信先が許可された送信先でないために送信を中断す
ることを表す送信中断情報を、その送信先を表す送信先情報と対応付けて記憶し、
　前記出力手段は、送信中断情報を含む情報を出力し、
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　前記入力手段は、送信中断情報の出力を指示する出力指示情報を入力し、
　前記制御手段は、入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に
記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先でないと、送信中断情報を記憶
手段に記憶し、さらに入力手段によって出力指示情報が入力されると、記憶手段に記憶さ
れる送信先許可情報を対応付けられた送信先とともに出力手段に出力させることを特徴と
する。
【００３７】
　本発明に従えば、前記記憶手段によって、送信先が許可された送信先でないために送信
を中断することを表す送信中断情報が、その送信先を表す送信先情報と対応付けて記憶さ
れ、前記出力手段によって、送信中断情報を含む情報が出力され、前記入力手段によって
、送信中断情報の出力を指示する出力指示情報が入力され、前記制御手段によって、入力
手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情
報が示す送信先に含まれる送信先でないと、送信中断情報が記憶手段に記憶され、さらに
入力手段によって出力指示情報が入力されると、記憶手段に記憶される送信先許可情報が
、対応付けられた送信先とともに出力手段によって出力されるので、管理者は送信先の設
定を許可に変更するか否かの作業を一括して行うことができる。
【００３８】
　また本発明は、記憶媒体に記憶される情報を読み取る読取手段と、
　送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報を入力する入
力手段と、
　読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって入力された送信先情
報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、および情報の送信を行うことを
許可された管理者であることを表す管理者識別情報を、送信すべき情報と送信先情報とを
対応付けて、記憶する記憶手段と、
　情報を記憶媒体に記憶して出力する出力手段と、
　制御手段とを含み、
　制御手段は、
　　入力手段によって送信先情報が入力され、入力手段によって入力された送信先情報が
示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であ
ると、送信すべき情報を読取手段によって読み取らせ、読取手段によって読み取られた送
信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情報と、入力手段によっ
て入力された送信先情報とを含む管理情報を、出力手段によって記憶媒体に記憶させて出
力させ、
　　さらに入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力手段によって入力された操
作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、
出力手段によって出力された記憶媒体に記憶される情報を読取手段によって読み取らせ、
読取手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手段
に記憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示す送信
先に対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべき
情報を送信手段によって送信させることを特徴とする通信装置である。
【００３９】
　本発明に従えば、読取手段によって、記憶媒体に記憶される情報が読み取られ、入力手
段によって、送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報が
入力され、記憶手段によって、読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段
によって入力された送信先情報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、お
よび情報の送信を行うことを許可された管理者であることを表す管理者識別情報が、送信
すべき情報と送信先情報とが対応付けられて記憶され、出力手段によって、情報が記憶媒
体に記憶されて出力される。そして、制御手段によって、入力手段によって送信先情報が
入力され、入力手段によって入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶され
る送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であると、送信すべき情報が読取手段に
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よって読み取られ、読取手段によって読み取られた送信すべき情報のうちの少なくとも一
部の情報を含む送信原稿部分情報と、入力手段によって入力された送信先情報とを含む管
理情報が、出力手段によって記憶媒体に記憶されて出力され、さらに入力手段によって操
作者識別情報が入力され、入力手段によって入力された操作者識別情報が、記憶手段に記
憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、出力手段によって出力された記
憶媒体に記憶される情報が読取手段によって読み取られ、読取手段によって読み取られた
管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手段に記憶される送信すべき情報の
うち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示す送信先に対応し、かつ管理情報に含
まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべき情報が送信手段によって送信さ
れるので、送信先が許可されている場合のみ、管理者による送信原稿の一部および送信先
のチェックを行えばよく、さらに送信が許可された送信先に管理者によってのみ送信され
、いかなる送信先であっても送信原稿の誤送信および不正送信を防止することができる。
【００４０】
　また本発明は、記憶媒体に記憶される情報を読み取る読取手段と、
　送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報を入力する入
力手段と、
　読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって入力された送信先情
報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、および情報の送信を行うことを
許可された操作者であることを表す許可操作者識別情報を、送信すべき情報と送信先情報
とを対応付けて、記憶する記憶手段と、
　情報を記憶媒体に記憶して出力する出力手段と、
　制御手段とを含み、
　制御手段は、
　　操作者識別情報のうちの第１の操作者情報および送信先情報が入力手段によって入力
され、入力された第１の操作者識別情報が記憶手段に記憶される許可操作者識別情報のう
ちのいずれかに一致すると、送信すべき情報を読取手段によって読み取らせ、読取手段に
よって読み取られた送信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情
報、および入力手段によって入力された送信先情報を含む管理情報を、出力手段によって
記憶媒体に記憶して出力させ、
　　さらに操作者識別情報のうちの第１の操作者情報と異なる第２の操作者情報が入力手
段によって入力され、入力された第２の操作者識別情報が、記憶手段に記憶される許可操
作者識別情報のうちのいずれかに一致すると、出力手段によって出力された記憶媒体に記
憶される情報を読取手段によって読み取らせ、入力手段によって入力された送信先情報が
示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であ
ると、読取手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記
憶手段に記憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示
す送信先に対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信
すべき情報を送信手段によって送信させることを特徴とする通信装置である。
【００４１】
　本発明に従えば、読取手段によって、記憶媒体に記憶される情報が読み取られ、入力手
段によって、送信先を表す送信先情報、および操作者を識別するための操作者識別情報が
入力され、記憶手段によって、読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段
によって入力された送信先情報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報、お
よび情報の送信を行うことを許可された操作者であることを表す許可操作者識別情報が、
送信すべき情報と送信先情報とが対応付けられて記憶され、出力手段によって、情報が記
憶媒体に記憶されて出力される。そして、制御手段によって、操作者識別情報のうちの第
１の操作者情報および送信先情報が入力手段によって入力され、入力された第１の操作者
識別情報が記憶手段に記憶される許可操作者識別情報のうちのいずれかに一致すると、送
信すべき情報が読取手段によって読み取られ、読取手段によって読み取られた送信すべき
情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情報、および入力手段によって入
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力された送信先情報を含む管理情報が、出力手段によって記憶媒体に記憶されて出力され
、さらに操作者識別情報のうちの第１の操作者情報と異なる第２の操作者情報が入力手段
によって入力され、入力された第２の操作者識別情報が、記憶手段に記憶される許可操作
者識別情報のうちのいずれかに一致すると、出力手段によって出力された記憶媒体に記憶
される情報が読取手段によって読み取られ、入力手段によって入力された送信先情報が示
す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先である
と、読取手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶
手段に記憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示す
送信先に対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信す
べき情報が送信手段によって送信されるので、送信者と異なる操作者による送信原稿の一
部および送信先のチェックが可能になり、さらに送信が許可された送信先に送信者と異な
る操作者によってのみ送信され、いかなる送信先であっても誤送信および不正送信を防止
することができる。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によれば、管理者による送信原稿の一部および送信先のチェックが可能になり、
さらに送信が許可された送信先に管理者によってのみ送信され、いかなる送信先であって
も送信原稿の誤送信および不正送信を防止することができる。したがって、情報漏洩を防
止することができる。
【００４３】
　また本発明によれば、送信先許可情報の設定は管理者のみが変更することができるので
、管理者以外のものによる不正送信を防止することができる。
【００４４】
　また本発明によれば、管理者を送信者とは異なる人にすることができるので、第三者チ
ェックを行うことができる。
【００４５】
　また本発明によれば、記憶媒体たとえば印刷物に印刷されたコード化された情報を容易
に認識することができるので、複雑な認識手段を備える必要がない。
【００４６】
　また本発明によれば、送信先許可情報を電話番号帳と別に管理することができるので、
管理者以外の者による送信先許可情報へのアクセスを容易に防止することができる。
【００４７】
　また本発明によれば、送信先ごとに送信の可否を判断することができるので、送信でき
ない理由が未登録のためか送信禁止に設定されているためか容易に判断することができる
。
【００４８】
　また本発明によれば、送信者および管理者がともに送信許可に設定した送信先にのみ送
信することができるので、送信先をより厳しく制限することができる。
【００４９】
　また本発明によれば、送信が許可されていない送信先であるために送信することができ
ないことを送信者あるいは管理者に知らせることができるので、送信を再開するための対
応を容易に取ることができる。
【００５０】
　また本発明によれば、記憶媒体たとえば印刷物、電子メール、あるいは表示手段への表
示によって送信者あるいは管理者に知らせることができるので、送信者あるいは管理者は
容易に送信が中断されたことを知ることができる。
【００５１】
　また本発明によれば、送信が中断されたときに、管理者は送信先の設定を禁止から許可
に変更することができ、かつ中断した送信を正しく送信することができるので、送信許可
に設定されていない場合でも、管理者によって容易に対応することができる。
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【００５２】
　また本発明によれば、送信が中断されたときに、管理者が許可すれば、送信が中断され
た送信先の設定を禁止から許可に自動的に変更することができ、かつ中断した送信を正し
く送信することができるので、送信許可に設定されていない場合でも、管理者によって容
易に対応することができる。
【００５３】
　また本発明によれば、送信が中断されたときに、管理者が許可すれば、送信が中断され
た送信先の設定を禁止から許可に一時的に変更することができ、かつ中断した送信を正し
く送信することができるので、送信許可に設定されていない場合でも、管理者によって容
易に対応することができる。
【００５４】
　また本発明によれば、送信が中断されたときに、管理者が電子メールによって応答すれ
ば、送信が中断された送信先の設定を禁止から許可に自動的に変更することができ、かつ
中断した送信を正しく送信することができるので、送信許可に設定されていない場合でも
、管理者によって容易に対応することができる。
【００５５】
　また本発明によれば、管理者は送信先の設定を許可に変更するか否かの作業を一括して
行うことができるので、管理者の作業負担を軽減することができる。
【００５６】
　また本発明によれば、送信先が許可されている場合のみ、管理者による送信原稿の一部
および送信先のチェックを行えばよく、さらに送信が許可された送信先に管理者によって
のみ送信され、いかなる送信先であっても送信原稿の誤送信および不正送信を防止するこ
とができる。したがって、情報漏洩を防止することができる。
【００５７】
　また本発明によれば、送信者と異なる操作者による送信原稿の一部および送信先のチェ
ックが可能になり、さらに送信が許可された送信先に送信者と異なる操作者によってのみ
送信され、いかなる送信先であっても誤送信および不正送信を防止することができる。し
たがって、情報漏洩を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５８】
　図１は、本発明の実施の一形態であるファクシミリ装置１の構成を示すブロック図であ
る。通信装置は、公衆回線網に接続され、ファクシミリ電送手順を用いてファクシミリデ
ータを送受信する機能を備える通信装置たとえばファクシミリ装置、あるいはコンピュー
タネットワークに接続され、たとえば電子メールを用いてデータを伝送する機能を備える
通信装置であり、以下ファクシミリ装置１を例に説明する。
【００５９】
　通信装置であるファクシミリ装置１は、制御装置１１、記憶装置１２、画像読み取り装
置１３、印刷装置１４、操作・表示部１５、網制御装置１６、ＦＡＸ（Facsimile）モデ
ム１７、ＬＡＮ（Local Area Network）伝送制御部１８、画像記憶装置１９、符号化・復
号化部２０、およびデータバス２１を含む。
【００６０】
　制御装置１１は、たとえばＣＰＵ（Central Processing Unit）によって構成され、記
憶装置１２に記憶されるプログラムを実行することによって、画像読み取り装置１３、印
刷装置１４、操作・表示部１５、網制御装置１６、ＦＡＸモデム１７、ＬＡＮ伝送制御部
１８、画像記憶装置１９、および符号化・復号化部２０を制御する。記憶装置１２は、た
とえば半導体メモリあるいはハードディスク装置などによって構成され、制御装置１１に
よって実行されるプログラムおよび制御装置１１が各構成要素を制御するために必要な情
報を記憶する。
【００６１】
　画像読み取り装置１３は、たとえばスキャナなどによって構成され、記憶媒体たとえば
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送信原稿あるいは印刷物などを読み取り、読み取った情報を画像記憶装置１９に送り記憶
させる。印刷装置１４は、たとえばプリンタなどによって構成され、画像記憶装置１９か
ら読み出した情報あるいは制御装置１１から指示される情報を印刷紙などに印刷し、印刷
物として出力する。操作・表示部１５は、たとえば操作ボタンおよび液晶表示装置などに
よって構成され、制御装置１１から指示される情報を液晶表示装置に表示するとともに、
操作ボタンによって入力される情報を制御装置１１に送る。
【００６２】
　網制御装置１６は、公衆回線網に接続され、制御装置１１から指示される情報を公衆回
線網２２に接続される他の通信装置と送受信する。ＦＡＸモデム１７は、画像情報をファ
クシミリ伝送手順に従って網制御装置１６を介して送受信する。ＬＡＮ伝送制御部１８は
、コンピュータネットワークたとえばＬＡＮ２３に接続され、ＬＡＮ２３に接続される他
の通信装置と情報を送受信する。画像記憶装置１９は、たとえば半導体メモリあるいはハ
ードディスク装置などによって構成され、画像読み取り装置１３によって読み取られた画
像情報または網制御装置１６もしくはＬＡＮ伝送制御部１８によって受信した画像情報を
記憶する。符号化・復号化部２０は、公衆回線網２２あるいはＬＡＮ２３で情報を送受信
するために符号化・復号化が必要な情報の符号化または復号化を行う。データバス２１は
、制御装置１１、記憶装置１２、画像読み取り装置１３、印刷装置１４、操作・表示部１
５、網制御装置１６、およびＦＡＸモデム１７、ＬＡＮ伝送制御部１８、画像記憶装置１
９、および符号化・復号化部２０などの各構成要素間で情報を伝送するための信号線であ
る。
【００６３】
　図２は、図１に示した記憶装置１２に記憶されるユーザ情報テーブル３０を示す。ユー
ザ情報テーブル３０は、ファクシミリ装置１を操作することが許可されているユーザを登
録したテーブルであり、番号順に、ユーザ情報として名前および４桁のＩＤ（
Identification）が登録されている。ユーザ情報テーブル３０に登録されているユーザは
、ファクシミリ装置１を操作して送信原稿を読み取らせ、送信のための操作を行うことが
できる。図２には、１０人のユーザが登録されているが、人数は１１人以上でも登録可能
である。番号「１」には、名前「鈴木」およびＩＤ「８６３５」が登録され、以下番号の
順に名前およびＩＤが、「田中」および「７４３６」、「石川」および「９０７３」、「
川本」および「８３７２」、「白石」および「７４９０」、「岡田」および「２２８７」
、「遠藤」および「４７８２」、「加藤」および「８００１」、「佐々木」および「４９
２７」、ならびに「辻本」および「１８９０」と登録されている。
【００６４】
　図３は、図１に示した記憶装置１２に記憶される管理者情報テーブル３１を示す。管理
者情報テーブル３１は、原稿の送信を管理する管理者を登録したテーブルであり、番号順
に、管理者情報として名前および４桁のＩＤが登録されている。管理者情報テーブル３１
に登録されている管理者は、後述する送信確認表によって送信を依頼された原稿の一部お
よび送信先をチェックして、問題のある送信確認表は送信を依頼したユーザに差し戻し、
問題のない送信確認表の原稿のみを送信することができる。さらにこの管理者は、後述す
る相手先情報テーブル３２の送信の許可および送信許可相手先情報テーブル３６の設定を
行うことができる。図３には、３人の管理者が登録されているが、人数は４人以上でも登
録可能である。番号「１」には、名前「安藤」およびＩＤ「９８７６」が登録され、以下
番号の順に名前およびＩＤが、「高橋」および「６５４３」、ならびに「所沢」および「
３２１０」と登録されている。
【００６５】
　図４は、図１に示した記憶装置１２に記憶される相手先情報テーブルの一例３２を示す
。相手先情報テーブル３２は、電話番号帳であり、相手先情報として、「名前」および「
番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」を記憶する。「名前」は、相手先の名前であり、「番号　
ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」は、それぞれ相手先の電話番号または電子メールアドレスである
。相手先情報テーブル３２は、ユーザごとに設けてもよいし、ユーザ共通の１つのテーブ
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ルであってもよい。
【００６６】
　図４に示した相手先情報テーブル３２には、８つの相手先情報、具体的には、名前「Ｓ
ＨＡＲ＊　ＣＯＲＰ．」および番号「９４９－１２３－１２３＊」、名前「ＺＢＣ　ＣＯ
ＲＰ．」およびＡｄｄｒｅｓｓ「ｂｂｂ＠ｘｘｘ．ｓｈａｒ＊．ｃｏ．ｊｐ」、名前「Ａ
ＢＣ　ＣＯＲＰ．」および番号「０９８－７６５－４３２＊」、名前「ＸＣＶ　ＣＯＲＰ
．」および番号「９４９－１２３－１２３＊」、名前「ＭＮＨ　ＣＯＲＰ．」および番号
「９４９－１２３－１２３＊」、「ＬＯＰＩ　ＣＯＲＰ．」およびＡｄｄｒｅｓｓ「ｚｚ
ｚ＠ｘｘｘ．ｓｈａｒ＊．ｃｏ．ｊｐ」、「ＭＩＫＩＴＹ　ＣＯＲＰ．」および番号「９
４９－１２３－１２３＊」ならびに「ＢＯＮ　ＣＯＲＰ．」および番号「９４９－１２３
－１２３＊」が示されている。
【００６７】
　図５は、図１に示した記憶装置１２に記憶される送信許可相手先情報テーブルの例を示
す。図５（Ａ）は、送信の可否が相手先ごとに設定される送信許可相手先情報テーブルの
一例３３を示す。送信許可相手先情報テーブル３３は、相手先情報として、「名前」およ
び「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」を記憶し、送信の可否として、「送信の禁止／許可」
を記憶する。「送信の禁止／許可」は、送信が禁止されているか許可されているかを示す
。「送信の禁止／許可」の設定は、管理者によって変更可能である。図５（Ａ）に示した
「名前」および「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」は、図４に示した相手先情報テーブル３
２の「名前」および「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」が反映されたものである。
【００６８】
　図５（Ａ）に示した送信許可相手先情報テーブル３３には、名前「ＺＢＣ　ＣＯＲＰ．
」およびＡｄｄｒｅｓｓ「ｂｂｂ＠ｘｘｘ．ｓｈａｒ＊．ｃｏ．ｊｐ」、名前「ＡＢＣ　
ＣＯＲＰ．」および番号「０９８－７６５－４３２＊」、名前「ＭＮＨ　ＣＯＲＰ．」お
よび番号「９４９－１２３－１２３＊」、「ＬＯＰＩ　ＣＯＲＰ．」およびＡｄｄｒｅｓ
ｓ「ｚｚｚ＠ｘｘｘ．ｓｈａｒ＊．ｃｏ．ｊｐ」、ならびに「ＢＯＮ　ＣＯＲＰ．」およ
び番号「９４９－１２３－１２３＊」について、送信の禁止／許可として「許可」が設定
され、名前「ＳＨＡＲ＊　ＣＯＲＰ．」および番号「９４９－１２３－１２３＊」、名前
「ＸＣＶ　ＣＯＲＰ．」および番号「９４９－１２３－１２３＊」、ならびに「ＭＩＫＩ
ＴＹ　ＣＯＲＰ．」および番号「９４９－１２３－１２３＊」については「禁止」が設定
されている。
【００６９】
　図５（Ｂ）は、送信が許可された相手先のみが登録される送信許可相手先情報テーブル
の一例３４を示す。送信許可相手先情報テーブル３４は、相手先が許可されているか否か
を判定するために、図５（Ａ）に示した送信許可相手先情報テーブル３３の代わりに用い
られるテーブルであり、送信許可相手先情報テーブル３４に登録されている相手先は許可
されていることを示す。送信許可相手先情報テーブル３４は、許可相手先情報として、「
名前」および「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」を記憶する。図５（Ｂ）に示した送信許可
相手先情報テーブル３４には、名前「ＡＢＣ　ＣＯＲＰ．」および番号「０９８－７６５
－４３２＊」、ならびに「ＬＯＰＩ　ＣＯＲＰ．」およびＡｄｄｒｅｓｓ「ｚｚｚ＠ｘｘ
ｘ．ｓｈａｒ＊．ｃｏ．ｊｐ」が、送信が許可された相手先として登録されている。
【００７０】
　図５に示した送信許可相手先情報テーブルは、相手先情報テーブル３２が複数ある場合
、すべてのユーザの相手先情報テーブル３２の相手先情報に対する１つのテーブルである
が、各ユーザの相手先情報テーブル３２ごとに送信許可相手先情報テーブルを設けてもよ
い。
【００７１】
　図６は、図４に示した相手先情報テーブル３２および図５（Ａ）に示した送信許可相手
先情報テーブル３３を設定するための相手先情報登録画面の例４０を示す。図６（Ａ）は
、操作・表示部１５に表示されるユーザ用相手先情報登録画面４０ａを示す。ユーザ用相
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手先情報登録画面４０ａは、ユーザが相手先を相手先情報テーブル３２に登録するための
画面であり、「名前」欄、「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」欄、および「送信の禁止／許
可」欄が表示される。ユーザは、操作・表示部１５を操作して登録に必要な情報を入力し
、「名前」欄および「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」欄を設定することができるが、「送
信の禁止／許可」欄は、管理者のみが設定可能であり、新たに入力した「名前」欄および
「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」欄に対応する「送信の禁止／許可」欄については、無条
件に「禁止」が表示される。図６（Ａ)には、図４に示した相手先情報テーブル３２の相
手先と同じ８つの相手先が表示されているが、いずれも送信の可否は「禁止」である。
【００７２】
　図６（Ｂ）は、操作・表示部１５に表示される管理者モード相手先情報登録画面４０ｂ
を示す。管理者モード相手先情報登録画面４０ｂは、管理者が送信許可相手先情報テーブ
ル３３の「送信の禁止／許可」欄を相手先ごと設定するための画面である。管理者は、操
作・表示部１５によって自分の管理者ＩＤを入力し、入力した管理者ＩＤが、図３に示し
た管理者情報テーブル３１に登録されていると、管理者モード相手先情報登録画面４０ｂ
を表示することができる。ユーザが新たに登録した相手先情報の「送信の禁止／許可」欄
には、「禁止」が無条件に設定されており、管理者は、送信を許可する相手先を選択する
ことによって、「送信の禁止／許可」欄に「許可」を設定することができる。図６（Ｂ）
では、「ＺＢＣ　ＣＯＲＰ．」、「ＡＢＣ　ＣＯＲＰ．」、「ＭＮＨ　ＣＯＲＰ．」、「
ＬＯＰＩ　ＣＯＲＰ．」、および「ＢＯＮ　ＣＯＲＰ．」が選択され、「送信の禁止／許
可」欄の「禁止」が「許可」に変更される。
【００７３】
　図６（Ｃ）は、管理者によって「送信の禁止／許可」欄に「許可」が設定された後のユ
ーザ用相手先情報登録画面４０ｃを示す。図６（Ｃ）では、「ＺＢＣ　ＣＯＲＰ．」、「
ＡＢＣ　ＣＯＲＰ．」、「ＭＮＨ　ＣＯＲＰ．」、「ＬＯＰＩ　ＣＯＲＰ．」、および「
ＢＯＮ　ＣＯＲＰ．」の「送信の禁止／許可」欄に「許可」が設定されている。
【００７４】
　図７は、図４に示した相手先情報テーブル３２および図５（Ｂ）に示した送信許可相手
先情報テーブル３４を設定するための相手先情報登録画面の例４１を示す。図７（Ａ）は
、操作・表示部１５に表示されるユーザ用相手先情報登録画面４１ａを示す。ユーザ用相
手先情報登録画面４１ａは、ユーザが相手先を相手先情報テーブル３２に登録するための
画面であり、「名前」欄、「番号　ｏｒ　Ａｄｄｒｅｓｓ」欄が表示される。ユーザは、
操作・表示部１５を操作して登録に必要な情報を入力し、「名前」欄および「番号　ｏｒ
　Ａｄｄｒｅｓｓ」欄を設定することができる。図７（Ａ)には、図４に示した相手先情
報テーブル３２の相手先と同じ８つの相手先が示されている。
【００７５】
　図７（Ｂ）は、操作・表示部１５に表示される管理者モード相手先情報登録画面４１ｂ
を示す。管理者モード相手先情報登録画面４１ｂは、管理者が送信を許可する相手先を送
信許可相手先情報テーブル３４に登録するための画面である。管理者は、操作・表示部１
５によって自分の管理者ＩＤを入力し、入力した管理者ＩＤが、図３に示した管理者情報
テーブル３１に登録されていると、管理者モード相手先情報登録画面４１ｂを表示するこ
とができる。管理者モード相手先情報登録画面４１ｂには、相手先情報テーブル３２に登
録された相手先情報が表示され、管理者は、表示された相手先情報の中から、送信を許可
する相手先を選択する。管理者が選択した相手先は、記憶装置１２に記憶される送信許可
相手先情報テーブル３４に登録される。図７（Ｂ）では、「ＡＢＣ　ＣＯＲＰ．」および
「ＬＯＰＩ　ＣＯＲＰ．」が選択され、「ＡＢＣ　ＣＯＲＰ．」および「ＬＯＰＩ　ＣＯ
ＲＰ．」の相手先情報が送信許可相手先情報テーブル３４に登録される。
【００７６】
　図７（Ｃ）は、記憶装置１２に記憶される送信許可相手先情報テーブル３４の内容を表
示する送信許可相手先情報登録画面４１ｃを示す。図７（Ｃ）に示した送信許可相手先情
報登録画面４１ｃには、送信許可相手先情報テーブル３４に登録されている「ＡＢＣ　Ｃ
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ＯＲＰ．」および「ＬＯＰＩ　ＣＯＲＰ．」が表示されている。
【００７７】
　図７に示した相手先情報登録画面４１では、相手先情報テーブル３２に登録された相手
先情報を表示し、表示された相手先情報の中から、管理者が送信を許可する相手先を選択
することによって、送信を許可する相手先を送信許可相手先情報テーブル３４に登録した
が、管理者が操作・表示部１５によって、送信を許可する相手先の相手先情報を直接入力
し、入力された相手先情報を送信許可相手先情報テーブル３４に登録してもよい。
【００７８】
　あるいは、相手先情報テーブル３２に「送信の禁止／許可」欄を設けるとともに、管理
者用にも同様の管理者用相手先情報テーブルを設け、ユーザおよび管理者が、それぞれの
テーブルの「送信の禁止／許可」欄に送信の許可または禁止を設定し、両方のテーブルの
「送信の禁止／許可」欄に許可と設定された相手先情報を、送信許可相手先情報テーブル
３４に設定してもよい。その際、管理者用相手先情報テーブルに登録される相手先情報は
、相手先情報テーブル３２の相手先情報を反映したものでもよいが、相手先情報テーブル
３２の相手先情報とは独立に、管理者が操作・表示部１５によって相手先情報を直接入力
し、管理者用相手先情報テーブルに登録したものでもよい。
【００７９】
　図８は、図１に示したファクシミリ装置１が行う通信可否設定処理のフローチャートで
ある。通信可否設定処理は、図５（Ａ）に示した送信許可相手先情報テーブル３３の「送
信の禁止／許可」欄を設定する処理であるが、図５（Ｂ）で説明した送信許可相手先情報
テーブル３４についても同様に設定される。操作・表示部１５に表示されるメニューの中
から、相手先への送信の許可を設定する項目を選択すると、相手先への送信の許可を設定
するための画面、たとえば図６（Ａ）に示したユーザ用相手先情報登録画面４０ａが操作
・表示部１５に表示され、ステップＡ１に移る。
【００８０】
　ステップＡ１では、操作・表示部１５によって管理者のＩＤを入力する。ステップＡ２
では、予め登録されている管理者ＩＤと一致するか否かを判定する。操作・表示部１５か
ら入力された管理者ＩＤが、記憶装置１２に記憶される管理者情報テーブル３１に予め登
録されている管理者ＩＤのいずれかに一致するとステップＡ３に進み、一致しないと、ス
テップＡ５に進む。
【００８１】
　ステップＡ３では、管理者モードに入り、たとえば図６（Ｂ）に示した管理者モード相
手先情報登録画面４０ｂを操作・表示部１５に表示する。ステップＡ４では、通信を許可
する相手先情報を選択することによって、設定を許可にして、通信可否設定処理を終了す
る。ステップＡ５では、入力されたＩＤが不一致であることを操作・表示部１５に表示す
ることによって、ＩＤを入力したユーザに通知して、通信可否設定処理を終了する。
【００８２】
　図９は、図１に示したファクシミリ装置１が行う送信確認表出力処理のフローチャート
である。操作・表示部１５に表示されるメニューの中から、情報を送信するための項目を
選択すると、情報を送信するための準備段階である送信確認表を出力するための画面が操
作・表示部１５に表示され、ステップＢ１に移る。
【００８３】
　ステップＢ１では、送信者のＩＤを入力する。送信者は、送信原稿をファクシミリ装置
１にセットした後、操作・表示部１５によって送信者のＩＤを入力する。ステップＢ２で
は、予め登録されているユーザＩＤと一致するか否かを判定する。操作・表示部１５から
入力されたユーザＩＤが、記憶装置１２に記憶されるユーザ情報テーブル３０に予め登録
されているユーザＩＤのいずれかに一致するとステップＢ３に進み、一致しないと、ステ
ップＢ８に進む。
【００８４】
　ステップＢ３では、相手先を指定して、送信の指示を行う。相手先の指定は、操作・表
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示部１５によって相手先の電話番号たとえば「０９８７６５４３２＊」あるいは電子メー
ルアドレスを直接入力してもよいし、相手先の名前を直接入力してもよいし、あるいは電
話番号帳たとえば図４に示した相手先情報テーブル３２の相手先を一覧表として表示し、
その中から選択してもよい。送信の指示は、たとえば操作・表示部１５の操作ボタンの中
の送信のための操作ボタンを押下することによって指示する。
【００８５】
　ステップＢ４では、指示した相手先の設定が許可か否かを判定する。送信を指示された
相手先が、記憶装置１２に記憶される送信許可相手先情報テーブル３３で「許可」に設定
されていると、または送信許可相手先情報テーブル３４に登録されていると、指示した相
手先の設定が許可であると判定し、ステップＢ５に進む。送信を指示された相手先が、記
憶装置１２に記憶される送信許可相手先情報テーブル３３で「禁止」に設定されていると
、または送信許可相手先情報テーブル３４に登録されていないと、指示した相手先の設定
が許可でないと判定し、ステップＢ７に進む。
【００８６】
　ステップＢ５では、画像読み取り装置１３によって送信原稿を読み込み、読み込んだデ
ータを、ステップＢ３で指示された相手先およびステップＢ１で入力された送信者ＩＤに
対応付け、その相手先および送信者ＩＤとともに、画像記憶装置１９に記憶する。画像記
憶装置１９に記憶される読み込んだデータは、符号化・復号化部２０によって符号化デー
タに変換されたデータである。
【００８７】
　たとえばステップＢ３で入力された電話番号が「０９８７６５４３２＊」であると、電
話番号「０９８７６５４３２＊」は、図５（Ａ）に示した送信許可相手先情報テーブル３
３の第３番目に登録され、送信が許可されているので、その電話番号への送信原稿が画像
読み取り装置１３によって読み込まれ、画像記憶装置１９に記憶される。
【００８８】
　ステップＢ６では、送信確認表を出力し、送信確認表出力処理を終了する。送信確認表
は、指示された相手先および読み込んだデータの中の管理情報と、読み込んだ原稿の１ペ
ージ目の情報とをプリント出力した印刷物である。出力は、印刷物に限定されず、電子デ
ータとして出力してもよい。電子データとして出力すれば、その電子データを電子メール
に添付して、管理者に送信することができる。管理情報は、コード化してコード情報たと
えばバーコードあるいは２次元コードとしてもよいし、画像記憶装置１９に記憶した読み
込んだデータを特定することができる数字などの識別情報でもよい。識別情報として数字
を用いれば、送信確認表を読み込む代わりに、数字を入力すればよい。
【００８９】
　ステップＢ７では、送信が許可されていない旨の通知を操作・表示部１５に表示して、
送信確認表出力処理を終了する。ステップＢ８では、入力されたＩＤが不一致であること
を操作・表示部１５に表示することによって、ＩＤを入力したユーザに通知して、送信確
認表出力処理を終了する。
【００９０】
　図１０は、管理者が行う送信確認表確認処理のフローチャートである。管理者が、送信
者から送信確認表を渡され、原稿の送信を依頼されると、ステップＣ１に移る。ステップ
Ｃ１では、管理者は、送信確認表の相手先と、送信原稿の相手先とを目視で確認する。ス
テップＣ２では、送信確認表の相手先と送信画像とに問題ないか否かを判定する。問題が
ないと、送信確認表確認処理を終了し、問題があると、ステップＣ３に進む。ステップＣ
３では、送信確認表を送信者に差し戻し、送信確認表確認処理を終了する。
【００９１】
　図１１は、図１に示したファクシミリ装置１が行う送信処理のフローチャートである。
管理者によって、問題がないと判定された送信確認表がファクシミリ装置１にセットされ
ると、ステップＤ１に移る。
【００９２】
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　ステップＤ１では、操作・表示部１５によって管理者のＩＤを入力する。ステップＤ２
では、予め登録されている管理者ＩＤと一致するか否かを判定する。操作・表示部１５か
ら入力された管理者ＩＤが記憶装置１２に記憶される管理者情報テーブル３１に予め登録
されている管理者ＩＤのいずれかに一致するとステップＤ３に進み、一致しないと、ステ
ップＤ７に進む。
【００９３】
　ステップＤ３では、送信確認表を読み込む。ステップＤ４では、管理者ＩＤと送信者Ｉ
Ｄとが不一致であるか否かを判定する。画像記憶装置１９に記憶される送信者ＩＤが１つ
の場合は、ステップＤ１で入力された管理者ＩＤと、画像記憶装置１９に記憶される送信
者ＩＤとが不一致か否かを判定する。管理者ＩＤと送信者ＩＤとが不一致であると、ステ
ップＤ５に進み、管理者ＩＤと送信者ＩＤとが不一致でないと、ステップＤ７に進む。画
像記憶装置１９に記憶される送信者ＩＤが複数の場合は、ステップＤ１で入力された管理
者ＩＤと、画像記憶装置１９に記憶される送信者ＩＤのうち、送信確認表から読み込んだ
管理情報と同じ管理情報を含む符号化データに対応付けられた送信者ＩＤとが不一致か否
かを判定する。
【００９４】
　ステップＤ５では、読み込んだ管理情報と記憶された管理情報とが一致するか否かを判
定する。画像記憶装置１９に記憶される読み込んだデータが１つの場合は、送信確認表か
ら読み込んだコード情報が示す管理情報と画像記憶装置１９に記憶される読み込んだデー
タに含まれる管理情報とが一致すると、ステップＤ６に進み、位置しないとステップＤ８
に進む。画像記憶装置１９に記憶される読み込んだデータが複数ある場合は、送信確認表
から読み込んだコード情報が示す管理情報と画像記憶装置１９に記憶される読み込んだデ
ータのうちのいずれかのデータに含まれる管理情報とが一致するか否かで判定する。読み
込んだ管理情報がコード化されている場合は、制御装置１１が解読し、コード化される前
の管理情報に変換する。
【００９５】
　ステップＤ６では、送信確認表から読み込んだコード情報が示す管理情報と同じ管理情
報を含む符号化データを、その符号化データに対応付けられた相手先に送信して、送信処
理を終了する。ステップＤ７では、入力されたＩＤが不適当であることを操作・表示部１
５に表示することによって、ＩＤを入力したユーザに通知して、送信処理を終了する。ス
テップＤ８では、送信をキャンセルして、送信処理を終了する。
【００９６】
　図９に示したステップＢ４で行っている判定つまり指示した相手先の設定が許可か否か
の判定を、図１１に示したステップＤ４とステップＤ５との間に移してもよい。ステップ
Ｄ４とステップＤ５との間で指示した相手先の設定が許可か否かの判定を行う場合、図９
に示した送信確認表出力処理では、相手先が許可されていなくても、原稿を読み込み、読
み込んだ原稿の情報を記憶装置１２に記憶するとともに、送信確認表を出力する。したが
って、再試行の際に新たに原稿を読み込む必要がない。
【００９７】
　図１２は、図１に示したファクシミリ装置１での中断および再送信手順を示す。手順Ｅ
１では、送信者によって、原稿がファクシミリ装置１にセットされ、原稿を送信する相手
先の宛先が入力される。手順Ｅ２では、ファクシミリ装置１は、相手先情報を照合する。
すなわち、手順Ｅ１で入力された相手先が、送信が許可された相手先であるか否か、送信
許可相手先情報テーブル３３または送信許可相手先情報テーブル３４に基づいて判定する
。送信が許可された相手先であると、手順Ｅ３に進み、送信が許可された相手先でないと
、手順Ｅ７に進む。
【００９８】
　手順Ｅ３では、ファクシミリ装置１は、送信確認表を出力する。手順Ｅ４では、送信確
認表に問題が無いことを確認した管理者によって、送信確認表がファクシミリ装置１にセ
ットされる。手順Ｅ５では、ファクシミリ装置１は、管理番号つまり管理者ＩＤの照合を
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行う。管理者ＩＤが管理者情報テーブル３１の中の管理者ＩＤのいずれかと一致すると、
手順Ｅ６に進む。手順Ｅ６では、ダイアルを開始し、公衆回線を介して、原稿のデータを
送信する。
【００９９】
　手順Ｅ７では、送信が許可されていない相手先であるために、送信が拒否されたことを
管理者に通知する。管理者への通知は、（１）発信が拒否されたこと通知するためのレポ
ート（以下「拒否リスト」という）の出力、あるいは（２）発信が拒否されたこと通知す
るための電子メール（以下「拒否メール」という）の送信、あるいは（３）発信が拒否さ
れたこと通知するための表示（以下「拒否表示」という）によって行なわれる。拒否リス
トは、制御装置１１が印刷装置１４によって出力させる。拒否メールは、制御装置１１が
ＬＡＮ伝送制御部１８によって送信させる。拒否表示は、制御装置１１が操作・表示部１
５に表示させる。
【０１００】
　手順Ｅ８では、拒否リストによって通知を受けた管理者は、（１）相手先を確認し、送
信許可相手先情報テーブル３３の相手先のうち、確認した相手先を許可に変更した後、あ
るいは（２）相手先を確認し、確認した相手先を送信許可相手先情報テーブル３４に取り
込ませた後、あるいは（３）相手先を一時的に許可した後、送信者によって手順Ｅ１から
再度送信を行なわせる。一時的な許可は、たとえば送信許可相手先情報テーブル３３の「
送信の禁止／許可」欄に、一時的に許可することを示す「一時許可」を設定しておき、送
信後「一時許可」を「禁止」に戻すことによって行なわれる。さらに、拒否メールによっ
て通知を受けた管理者は、（４）その通知の電子メールに対して応答を返す返信メールを
返信することによって、相手先を送信許可相手先情報テーブル３４に取り込ませた後、送
信者によって手順Ｅ１から再度送信を行なわせる。さらにまた、拒否表示によって通知を
受けた管理者は、（５）表示された拒否の通知に応答して承認することによって、送信許
可相手先情報テーブル３３の「送信の禁止／許可」欄のうち拒否表示された相手先の「送
信の禁止／許可」欄を「許可」にした後、送信者によって手順Ｅ１から再度送信を行なわ
せる。
【０１０１】
　図１２に示した手順では、手順Ｅ２で相手先を照合して、許可されている場合にのみ、
手順Ｅ３での送信確認表出力を行なっているために、手順Ｅ８の後再度送信を行うとき、
手順Ｅ１から再開している。手順Ｅ２と手順Ｅ３とを入れ替えて、送信確認表を出力した
後に、相手先を照合するように変更することによって、相手先が許可されていない場合も
送信確認表が出力されるので、手順Ｅ８の後、手順Ｅ４から再開することができる。
【０１０２】
　手順Ｅ７では、送信が許可されていない相手先であるために、送信が拒否されたことを
管理者に通知するが、その通知の内容を記憶装置１２に記憶しておいて、管理者が操作・
表示部１５によって記憶装置１２に記憶された通知の内容を参照し、送信が許可されてい
ない相手先を許可に変更することができるようにしてもよい。具体的には、図９に示した
ステップＢ４あるいは図１１に示したステップＤ４とステップＤ５との間で、相手先の設
定が許可でないと判定し、図９に示したステップＢ７の処理つまり送信が許可されていな
い旨の通知の処理を行うときに、その通知の内容を記憶装置１２に記憶する。管理者は、
記憶装置１２に送信が許可されていない旨の通知が記憶されているか否かを確認する。記
憶装置１２に送信が許可されていない旨の通知が記憶されていると、管理者は、管理者Ｉ
Ｄを入力し、入力された管理者ＩＤが管理者情報テーブル３１に登録されていれば、送信
が拒否された旨の通知の相手先について、図５（Ａ）に示した送信許可相手先情報テーブ
ル３３あるいは図５（Ｂ）に示した送信許可相手先情報テーブル３４の設定を変更する。
管理者は、送信が拒否された旨の通知の相手先の設定の変更を、管理者が望む時間に行う
ことができる。図９に示したステップＢ４で行っている判定つまり指示した相手先の設定
が許可か否かの判定を、ステップＤ４とステップＤ５との間で行う場合、画像読み取り装
置１３によって読み込まれた送信すべき情報つまり送信すべき情報が画像記憶装置１９に
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記憶されているので、管理者は、送信確認表によって送信すべき情報を特定し、特定した
送信すべき情報を操作・表示部１５に表示して、送信原稿の内容を確認することもできる
。さらに、送信が拒否された旨の通知の内容を記憶装置１２に複数記憶蓄積しておいて、
管理者が望む時間にまとめて処理することができるようにしてもよい。
【０１０３】
　上述した実施の形態では、管理者が、送信する相手先および送信原稿の内容の妥当性の
確認、ならびに原稿の送信を行っているが、管理者ではなく、ユーザ情報テーブル３０に
登録されている送信者を除くユーザが行ってもよい。管理者の場合は、管理者情報テーブ
ル３１に登録されているか否かで許可された管理者か否かを判定しているが、送信者を除
くユーザが行う場合は、送信者を除くユーザであるか否かは、ユーザ情報テーブル３０に
登録されているユーザであって、送信者を除くユーザであるか否かによって判定する。こ
の場合も、送信許可相手先情報テーブル３３あるいは送信許可相手先情報テーブル３４の
設定および変更は、管理者のみが行うことができる。
【０１０４】
　このように、読取手段であるたとえば画像読み取り装置１３によって、記憶媒体に記憶
される情報が読み取られ、入力手段であるたとえば操作・表示部１５によって、送信先を
表す送信先情報であるたとえば相手先、および操作者を識別するための操作者識別情報で
あるたとえばユーザＩＤが入力され、記憶手段であるたとえば記憶装置１２および画像記
憶装置１９によって、読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって
入力された送信先情報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報であるたとえ
ば送信許可相手先情報テーブル３３または送信許可相手先情報テーブル３４、および情報
の送信を行うことを許可された管理者であることを表す管理者識別情報であるたとえば管
理者情報テーブル３１が、送信すべき情報と送信先情報とが対応付けられて記憶され、出
力手段であるたとえば印刷装置１４によって、情報が記憶媒体であるたとえば送信確認表
に記憶されて出力される。そして、制御手段であるたとえば制御装置１１によって、入力
手段によって送信先情報が入力されると、送信すべき情報が読取手段によって読み取られ
、読取手段によって読み取られた送信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送
信原稿部分情報、および入力手段によって入力された送信先情報を含む管理情報が、出力
手段によって記憶媒体に記憶されて出力され、さらに入力手段によって操作者識別情報が
入力され、入力手段によって入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者
識別情報のうちのいずれかに一致すると、出力手段によって出力された記憶媒体に記憶さ
れる情報が読取手段によって読み取られ、入力手段によって入力された送信先情報が示す
送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であると
、読取手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手
段に記憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示す送
信先に対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべ
き情報が送信手段によって送信されるので、管理者による送信原稿の一部および送信先の
チェックが可能になり、さらに送信が許可された送信先に管理者によってのみ送信され、
いかなる送信先であっても送信原稿の誤送信および不正送信を防止することができる。し
たがって、情報漏洩を防止することができる。
【０１０５】
　さらに、前記入力手段によって、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定を変更す
るための設定変更情報が入力可能であり、前記制御手段によって、入力手段によって入力
された操作者識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致
すると、入力手段によって入力される設定変更情報に基づいて、記憶手段に記憶される送
信先許可情報の設定が変更されるので、送信先許可情報の設定は管理者のみが変更するこ
とができる。したがって、管理者以外のものによる不正送信を防止することができる。
【０１０６】
　さらにまた、前記記憶手段によって、操作を行うことが許可された操作者を識別するた
めの許可操作者識別情報であるたとえばユーザ情報テーブル３０がさらに記憶され、前記
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制御手段によって、操作者識別情報のうちの第１の操作者識別情報が入力手段によって入
力され、入力された第１の操作者識別情報が、記憶手段に記憶される許可操作者識別情報
のうちのいずれかに一致したときのみ、送信すべき情報が読取手段によって読み取られ、
管理情報が記憶媒体に記憶されて出力手段によって出力され、送信すべき情報を送信手段
によって送信させる際、入力手段によって入力された前記操作者識別情報が、操作者識別
情報のうちの第１の操作者識別情報とは異なるときのみ、送信すべき情報が送信手段によ
って送信されるので、管理者を送信者とは異なる人にすることができる。したがって、第
三者チェックを行うことができる。
【０１０７】
　さらに、前記管理情報は、コード化された情報であるので、記憶媒体たとえば印刷物に
印刷されたコード化された情報を容易に認識することができる。したがって、複雑な認識
手段を備える必要がない。
【０１０８】
　さらにまた、前記送信先許可情報は、送信が許可された送信先の送信先情報のみを含む
情報であるので、送信先許可情報を電話番号帳と別に管理することができる。したがって
、管理者以外の者による送信先許可情報へのアクセスを容易に防止することができる。
【０１０９】
　さらに、前記送信先許可情報は、すべての送信先について送信許可または送信禁止が設
定された情報であるので、送信先ごとに送信の可否を判断することができる。したがって
、送信することができない理由が未登録のためか送信禁止に設定されているためか容易に
判断することができる。
【０１１０】
　さらにまた、前記送信先許可情報は、操作者によって送信許可または送信禁止が設定さ
れた操作者送信先許可情報、および管理者によって送信許可または送信禁止が設定された
管理者送信先許可情報のいずれにおいても送信許可に設定された送信先を表す情報である
ので、送信者および管理者がともに送信許可に設定した送信先にのみ送信することができ
る。したがって、送信先をより厳しく制限することができる。
【０１１１】
　さらに、前記出力手段によって、送信先が許可された送信先でないために送信を中断す
ることを表す送信中断情報がさらに出力され、前記制御手段によって、入力手段によって
入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信
先に含まれる送信先でないと、送信中断情報が出力手段によって出力されるので、送信が
許可されていない送信先であるために送信することができないことを送信者あるいは管理
者に知らせることができる。したがって、送信を再開するための対応を容易に取ることが
できる。
【０１１２】
　さらにまた、前記出力手段によって、前記出力手段によって、送信中断情報を記憶媒体
に記憶して出力する印刷出力部、送信中断情報を、記憶手段に記憶される管理者識別情報
のうち、入力手段によって入力された操作者識別情報に一致する管理者識別情報が示す管
理者への電子メールとして出力するメール出力部、および送信中断情報を表示装置に表示
して出力する表示出力部のうち少なくとも１つが含まれるので、記憶媒体たとえば印刷物
、電子メール、あるいは表示手段への表示によって送信者あるいは管理者に知らせること
ができる。したがって、送信者あるいは管理者は容易に送信が中断されたことを知ること
ができる。
【０１１３】
　さらに、前記制御手段によって、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して
、入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段
に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、入力手段によって入力され
る設定変更情報に基づいて記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定が送信許可に変更
された後に、送信すべき情報が送信手段によって送信されるので、送信が中断されたとき
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に、管理者は送信先の設定を禁止から許可に変更することができ、かつ中断した送信を正
しく送信することができる。したがって、送信許可に設定されていない場合でも、管理者
によって容易に対応することができる。
【０１１４】
　さらにまた、前記送信中断情報は、送信が中断された送信先を表す送信先情報を含み、
前記制御手段によって、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して、入力手段
によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段に記憶され
る管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶される送信先許可情報
のうち、その送信中断情報に含まれる送信先情報が示す送信先の送信先許可情報の設定が
送信許可に変更された後に、送信すべき情報が送信手段によって送信されるので、送信が
中断されたときに、管理者が許可すれば、送信が中断された送信先の設定を禁止から許可
に自動的に変更することができ、かつ中断した送信を正しく送信することができる。した
がって、送信許可に設定されていない場合でも、管理者によって容易に対応することがで
きる。
【０１１５】
　さらに、前記制御手段によって、出力手段によって出力された送信中断情報に応答して
、入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力された操作者識別情報が、記憶手段
に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、記憶手段に記憶される送信
先許可情報の設定が変更されることなく、送信すべき情報が送信手段によって送信される
ので、送信が中断されたときに、管理者が許可すれば、送信が中断された送信先の設定を
禁止から許可に一時的に変更することができ、かつ中断した送信を正しく送信することが
できる。したがって、送信許可に設定されていない場合でも、管理者によって容易に対応
することができる。
【０１１６】
　さらにまた、受信手段であるたとえばＬＡＮ伝送制御部１８によって、電子メールが受
信され、前記制御手段によって、出力手段が出力した電子メールに応答する電子メールを
受信手段によって受信すると、記憶手段に記憶される送信先許可情報の設定が送信許可に
変更された後に、送信すべき情報が送信手段によって送信されるので、送信が中断された
ときに、管理者が電子メールによって応答すれば、送信が中断された送信先の設定を禁止
から許可に自動的に変更することができ、かつ中断した送信を正しく送信することができ
る。したがって、送信許可に設定されていない場合でも、管理者によって容易に対応する
ことができる。
【０１１７】
　さらに、前記記憶手段によって、送信先が許可された送信先でないために送信を中断す
ることを表す送信中断情報が、その送信先を表す送信先情報と対応付けて記憶され、前記
出力手段によって、送信中断情報を含む情報が出力され、前記入力手段によって、送信中
断情報の出力を指示する出力指示情報が入力され、前記制御手段によって、入力手段によ
って入力された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す
送信先に含まれる送信先でないと、送信中断情報が記憶手段に記憶され、さらに入力手段
によって出力指示情報が入力されると、記憶手段に記憶される送信先許可情報が、対応付
けられた送信先とともに出力手段によって出力されるので、管理者は送信先の設定を許可
に変更するか否かの作業を一括して行うことができる。したがって、管理者の作業負担を
軽減することができる。
【０１１８】
　さらにまた、読取手段であるたとえば画像読み取り装置１３によって、記憶媒体に記憶
される情報が読み取られ、入力手段であるたとえば操作・表示部１５によって、送信先を
表す送信先情報であるたとえば相手先、および操作者を識別するための操作者識別情報で
あるたとえばユーザＩＤが入力され、記憶手段であるたとえば記憶装置１２および画像記
憶装置１９によって、読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって
入力された送信先情報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報であるたとえ
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ば送信許可相手先情報テーブル３３または送信許可相手先情報テーブル３４、および情報
の送信を行うことを許可された管理者であることを表す管理者識別情報であるたとえば管
理者情報テーブル３１が、送信すべき情報と送信先情報とが対応付けられて記憶され、出
力手段であるたとえば印刷装置１４によって、情報が記憶媒体であるたとえば送信確認表
に記憶されて出力される。そして、制御手段であるたとえば制御装置１１によって、入力
手段によって送信先情報が入力され、入力手段によって入力された送信先情報が示す送信
先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に含まれる送信先であると、送
信すべき情報が読取手段によって読み取られ、読取手段によって読み取られた送信すべき
情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情報と、入力手段によって入力さ
れた送信先情報とを含む管理情報が、出力手段によって記憶媒体に記憶されて出力され、
さらに入力手段によって操作者識別情報が入力され、入力手段によって入力された操作者
識別情報が、記憶手段に記憶される管理者識別情報のうちのいずれかに一致すると、出力
手段によって出力された記憶媒体に記憶される情報が読取手段によって読み取られ、読取
手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報が示す送信先に、記憶手段に記
憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情報の送信先情報が示す送信先に
対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致する情報を含む送信すべき情報
が送信手段によって送信されるので、送信先が許可されている場合のみ、管理者による送
信原稿の一部および送信先のチェックを行えばよく、さらに送信が許可された送信先に管
理者によってのみ送信され、いかなる送信先であっても送信原稿の誤送信および不正送信
を防止することができる。したがって、情報漏洩を防止することができる。
【０１１９】
　さらに、読取手段であるたとえば画像読み取り装置１３によって、記憶媒体に記憶され
る情報が読み取られ、入力手段であるたとえば操作・表示部１５によって、送信先を表す
送信先情報であるたとえば相手先、および操作者を識別するための操作者識別情報である
たとえばユーザＩＤが入力され、記憶手段であるたとえば記憶装置１２および画像記憶装
置１９によって、読取手段によって読み取られた送信すべき情報、入力手段によって入力
された送信先情報、情報の送信を許可する送信先を表す送信先許可情報であるたとえば送
信許可相手先情報テーブル３３または送信許可相手先情報テーブル３４、および情報の送
信を行うことを許可された操作者であることを表す許可操作者識別情報であるたとえばユ
ーザ情報テーブル３０が、送信すべき情報と送信先情報とが対応付けられて記憶され、出
力手段であるたとえば印刷装置１４によって、情報が記憶媒体であるたとえば送信確認表
に記憶されて出力される。そして、制御手段であるたとえば制御装置１１によって、操作
者識別情報のうちの第１の操作者情報および送信先情報が入力手段によって入力され、入
力された第１の操作者識別情報が記憶手段に記憶される許可操作者識別情報のうちのいず
れかに一致すると、送信すべき情報が読取手段によって読み取られ、読取手段によって読
み取られた送信すべき情報のうちの少なくとも一部の情報を含む送信原稿部分情報、およ
び入力手段によって入力された送信先情報を含む管理情報が、出力手段によって記憶媒体
に記憶されて出力され、さらに操作者識別情報のうちの第１の操作者情報と異なる第２の
操作者情報が入力手段によって入力され、入力された第２の操作者識別情報が、記憶手段
に記憶される許可操作者識別情報のうちのいずれかに一致すると、出力手段によって出力
された記憶媒体に記憶される情報が読取手段によって読み取られ、入力手段によって入力
された送信先情報が示す送信先が、記憶手段に記憶される送信先許可情報が示す送信先に
含まれる送信先であると、読取手段によって読み取られた管理情報に含まれる送信先情報
が示す送信先に、記憶手段に記憶される送信すべき情報のうち、その読み取られた管理情
報の送信先情報が示す送信先に対応し、かつ管理情報に含まれる送信原稿部分情報に一致
する情報を含む送信すべき情報が送信手段によって送信されるので、送信者と異なる操作
者による送信原稿の一部および送信先のチェックが可能になり、さらに送信が許可された
送信先に送信者と異なる操作者によってのみ送信され、いかなる送信先であっても誤送信
および不正送信を防止することができる。したがって、情報漏洩を防止することができる
。
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【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】本発明の実施の一形態であるファクシミリ装置１の構成を示すブロック図である
。
【図２】図１に示した記憶装置１２に記憶されるユーザ情報テーブル３０を示す。
【図３】図１に示した記憶装置１２に記憶される管理者情報テーブル３１を示す。
【図４】図１に示した記憶装置１２に記憶される相手先情報テーブルの一例３２を示す。
【図５】図１に示した記憶装置１２に記憶される送信許可相手先情報テーブルの例を示す
。
【図６】図４に示した相手先情報テーブル３２および図５（Ａ）に示した送信許可相手先
情報テーブル３３を設定するための相手先情報登録画面の例４０を示す。
【図７】図４に示した相手先情報テーブル３２および図５（Ｂ）に示した送信許可相手先
情報テーブル３４を設定するための相手先情報登録画面の例４１を示す。
【図８】図１に示したファクシミリ装置１が行う通信可否設定処理のフローチャートであ
る。
【図９】図１に示したファクシミリ装置１が行う送信確認表出力処理のフローチャートで
ある。
【図１０】管理者が行う送信確認表確認処理のフローチャートである。
【図１１】図１に示したファクシミリ装置１が行う送信処理のフローチャートである。
【図１２】図１に示したファクシミリ装置１での中断および再送信手順を示す。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　ファクシミリ装置
　１１　制御装置
　１２　記憶装置
　１３　画像読み取り装置
　１４　印刷装置
　１５　操作・表示部
　１６　網制御装置
　１７　ＦＡＸモデム
　１８　ＬＡＮ伝送制御部
　１９　画像記憶装置
　２０　符号化・復号化部
　２１　データバス
　２２　公衆回線網
　２３　ＬＡＮ
　３０　ユーザ情報テーブル
　３１　管理者情報テーブル
　３２　相手先情報テーブル
　３３，３４　送信許可相手先情報テーブル
　４０～４２　相手先情報登録画面
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